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〈新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ〉
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、当日のご来場は極力見合わせていただき、書面または
インターネット等による議決権行使をお願いいたします。
なお、感染リスク軽減のため、ご出席の株主様へのお土産はご用意しておりません。
また、会場での商品の展示、販売は行いません。何卒ご理解を賜りますようお願い申しあげます。



【重要なお知らせ】

新型コロナウイルス感染拡大防止への対応について

　第92回定時株主総会における新型コロナウイルス感染拡大防止への対応についてご案内いたしま
す。株主の皆様におかれましては、ご理解とご協力を賜りますようお願い申しあげます。

◆株主の皆様へのお願い
・株主様の健康と安全を第一に考え、健康状態にかかわらず、可能な限り株主総会へのご来場を見
合わせてくださいますようお願い申しあげます。
・ご高齢の方、基礎疾患のある方、妊娠されている方、体調がすぐれない方は、特に慎重なご判断
をお願いいたします。

・株主様の議決権は、書面またはインターネット等によっても行使することができますので、ぜひ
ご利用をご検討ください。

◆ご来場される株主様へのお願い
・会場では、マスクのご着用や会場にご用意いたします消毒液による手指の消毒にご協力をお願い
いたします。

・感染防止のため、株主総会会場の座席の間隔を広げております。そのため、座席数が減少してお
り、ご入場を制限させていただく場合がありますので、ご了承ください。
・会場入口にて検温をさせていただき、発熱があると認められる方、体調不良とお見受けした方に
は、入場をお控えいただくことがありますので、ご了承ください。

・開催時間の短縮化を図るため、報告事項や議案の詳細な説明は短縮させていただく場合がござい
ます。株主様におかれましては、事前に本招集ご通知をお目通しいただきますようお願い申しあ
げます。

◆当社としては次のような対応をさせていただきます。ご理解をお願いいたします。
・お土産の提供および会場での商品の展示、販売は取りやめさせていただきます。
・役員およびスタッフはマスクを着用させていただきます。
・役員およびスタッフは当日検温を行い、体調を十分確認のうえ、参加いたします。
・会場内では換気のため出入口の扉を開放させていただく場合がございます。

　今後の状況により株主総会の運営に大きな変更が生ずる場合は、インターネット上の当社ウェブサ
イト（http://www.morozoff.co.jp/）にてお知らせいたします。
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(証券コード　2217)
2022年４月８日

株 主 各 位
神戸市東灘区御影本町六丁目11番19号
(本社事務所 神戸市東灘区向洋町西五丁目３番地)

取締役社長 山 口 　 信 二

１．日 時 2022年４月26日（火曜日）午前10時
２．場 所 神戸市東灘区向洋町中二丁目13番地

神戸ベイシェラトン ホテル＆タワーズ
シェラトンアネックス４階「オーシャン」

３．目 的 事 項
報 告 事 項 第92期（2021年２月１日から2022年１月31日まで）事業報告および計算書類報

告の件
決 議 事 項
第１号議案 剰余金処分の件
第２号議案 定款一部変更の件
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件
第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件

第92回定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
　さて、当社第92回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。
　株主様におかれましては、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、株主総会当日のご出席は
極力お控えいただき、書面またはインターネット等による議決権行使をお願い申しあげます。お手数
ながら後記の株主総会参考書類をご検討くださいまして、２頁および３頁に記載のご案内に従って、
2022年４月25日(月曜日)午後５時30分までに議決権を行使くださいますようお願い申しあげます。

敬　具
記

以　上

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあ
げます。

◎計算書類の「個別注記表」につきましては、法令および当社定款第16条の規定に基づき、インターネット上
の当社ウェブサイト（http://www.morozoff.co.jp/）に掲載しておりますので、本招集ご通知添付書類には
記載しておりません。従って、本招集ご通知添付書類は、監査等委員会および会計監査人が監査報告および会
計監査報告を作成するに際して監査をした計算書類の一部であります。
◎株主総会参考書類ならびに事業報告および計算書類に修正が生じた場合には、修正後の事項をインターネット
上の当社ウェブサイト（http://www.morozoff.co.jp/）に掲載させていただきます。
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議決権行使についてのご案内
株主総会における議決権は、株主の皆様の大切な権利です。
後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申しあげ
ます。
議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

株主総会に
ご出席される場合

書面（郵送）で議決権を
行使される場合

インターネット等で議決権
を行使される場合

同封の議決権行使書用紙を会場受付
にご提出ください。

同封の議決権行使書用紙に議案に対
する賛否をご表示のうえ、切手を貼
らずにご投函ください。

次ページの案内に従って、議案の賛
否をご入力ください。

開催日時 行使期限 行使期限

2022年４月26日（火曜日）

午前10時（受付開始：午前９時）

2022年４月25日（月曜日）

午後５時30分到着分まで
2022年４月25日（月曜日）

午後５時30分入力完了分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内
こちらに議案の賛否をご記入ください。
第１号・第２号議案

⃝ 賛成の場合 「賛」の欄に〇印
⃝ 反対する場合 「否」の欄に〇印
第３号・第４号議案

⃝ 全員賛成の場合 「賛」の欄に〇印
⃝ 全員反対する場合 「否」の欄に〇印
⃝ 一部の候補者に
反対する場合

「賛」の欄に〇印をし、
反対する候補者の番号を
ご記入ください。

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード
ログインID

仮パスワード

※議決権行使書はイメージです。

書面（郵送）およびインターネット等の両方で議決権行使をされた場合は、インターネット等による議決権行使を有効な議決権行使としてお取
り扱いいたします。また、インターネット等により複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り
扱いいたします。
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インターネット等による議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法 ログインID・仮パスワードを
入力する方法

議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワードを入力する
ことなく、議決権行使サイトにログインすることができます。

議決権行使
ウェブサイト https://evote.tr.mufg.jp/

　

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。2

QRコードを用いたログインは1回に限り可能
です。
再行使する場合、もしくはQRコードを用いずに議決権を
行使する場合は、右の「ログインID・仮パスワードを入力
する方法」をご確認ください。

議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み取ってください。1

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード

ログインID

仮パスワード

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード

ログインID

仮パスワード

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。4

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。1

※操作画面はイメージです。

新しいパスワードを登録する。3

「新しいパスワード」
を入力

「送信」を
クリック

議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワード」
を入力しクリックしてください。

2

「ログインID・仮パス
ワード」を入力

「ログイン」を
クリック

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォンの操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部　ヘルプデスク
0120－173－027

（通話料無料／受付時間 ９：00～21：00）
機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。
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(2021年 2 月 1 日から)2022年 1 月31日まで

添 付 書 類
事　 業　 報　 告

１．会社の現況に関する事項
⑴　事業の経過およびその成果

　当事業年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、緊急事態宣言と
まん延防止等重点措置が相次いで発出され、景気は落ち込みと持ち直しを繰り返しました。後半
に入り感染拡大が落ち着いてきたことで、経済活動は再開されて個人消費が持ち直すとともに、
輸出や設備投資も回復傾向となり、経済は正常化に向かいました。しかし、年明けからはオミク
ロン株による急激な感染拡大が続いており、個人消費は再び減少に転じ、先行きは依然として不
透明な状況が続いております。
　当社が属する洋菓子業界におきましても、繰り返される新型コロナウイルスの感染拡大と収束
により売上高は大きな影響を受けることとなりました。繰り返し発出された緊急事態宣言が９月
末で解除され、移動や外出などの制限が緩和されたことにより個人消費は持ち直しに転じたもの
の、新たな変異株「オミクロン」による急激な感染拡大により自粛傾向が強まり、再び厳しい状
況となっております。
　当社はこのような環境下にあっても、企業スローガン『こころつなぐ。笑顔かがやく。』のも
と、スイーツを通して心豊かな生活をお届けすることを基本姿勢として、安心、安全かつ高品質
な商品をお客様に提供させていただくことに注力いたしました。また長引くコロナ禍の中で、引
き続きお客様や従業員に対する感染防止対策を徹底しながら、生産性の改善、人員体制の最適
化、コストの削減、適正在庫の確保に努めました。
　売上面につきましては、２度目の緊急事態宣言の影響を受けて2021年２月のバレンタイン商
戦の売上が減少したのに加え、７月には感染力の強いデルタ株による感染の急拡大により４度目
の緊急事態宣言が発出され、８月～９月の売上高は大きな影響を受けました。しかし、2020年
４月～５月の１度目の緊急事態宣言時の反動や、活動制限が緩和された10月以降の売上高の回
復に加え、2022年１月のバレンタイン商品の出荷が堅調に推移したことで、通期の売上高は
27,207百万円（前期比6.0％増）となりました。
　損益面につきましては、増収効果に加え、計画的・効率的な生産体制の構築、店舗の人員体制
の最適化、経費の削減、売上状況に応じた適正在庫の確保などにより、営業利益は2,012百万円
（前期比167.9％増）、経常利益は2,126百万円（前期比146.7％増）となりました。当期純利

－ 4 －
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益につきましては、新型コロナウイルスの影響を大きく受けた子会社、株式会社鎌倉ニュージャ
ーマンに係る関係会社株式評価損311百万円を特別損失に計上しましたが、増益効果により
1,028百万円（前期比192.1％増）となりました。
　なお、コロナ前である第90期（2020年１月期）との比較では、売上高は7.8％減となり依然
として新型コロナウイルス感染拡大前の水準には回復しておりませんが、営業利益は20.2％
増、経常利益は24.5％増となりました。また、当期純利益につきましては6.1％減となりまし
た。

　セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。

［洋菓子製造販売事業］
　干菓子につきましては、2021年のバレンタインは２度目の緊急事態宣言下での商戦とな
り、バレンタイン専用商品の売上は減少いたしました。しかしながら、バターにこだわった焼
菓子ブランド「ガレット オブール」の新規出店や、「ファヤージュ」「オデット」などの焼
菓子が堅調に推移したことに加え、インターネットやカタログ販売に注力し売上獲得に努めた
ことなどにより、売上高は4.7％増となりました。しかし、コロナ前である第90期（2020年
１月期）との比較では、中元や歳暮を含むギフト商品や土産商品等が低迷し7.9％減となりま
した。
　洋生菓子につきましては、ステイホームに伴う巣ごもり需要もあったことから、売上高は好
調に推移いたしました。チルドデザートでは「カスタードプリン」や新規商品「とろ生カスタ
ードプリン（夏仕立て）」、創立90周年を記念した新商品「プリンとチーズケーキ」の発売
効果などがあり、また半生菓子でも8月にリニューアルした「ロイヤルクリームチーズケー
キ」に加えて、「あまおうイチゴのケーキ」や「フィナンシェ」なども堅調に推移したことか
ら、売上高は前期比で10.8％増となりました。コロナ前である第90期（2020年１月期）との
比較でも、1.6％減まで回復いたしました。
　その結果、当事業の売上高は25,998百万円（前期比6.0％増）となりました。しかし、コロ
ナ前である第90期（2020年１月期）比では6.7％減となっております。

［喫茶・レストラン事業］
　喫茶・レストラン事業につきましては、繰り返す緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の影
響を受けましたが、活動制限が緩和された10月以降は売上が回復傾向となったことや、12月
にリニューアルオープンした阪神梅田本店カフェモロゾフの売上貢献により、売上高は前期比
で6.3％増の1,209百万円となりました。しかし、コロナ前である第90期（2020年１月期）
比では26.6％減となっており、依然として厳しい状況が続いております。

－ 5 －



区 分 金 額 構 成 比 前 期 比

干 菓 子 類 19,025百万円 69.9％ 104.7％

洋 生 菓 子 類 6,304 23.2 110.8

そ の 他 菓 子 類 668 2.5 98.1

洋 菓 子 製 造 販 売 事 業 計 25,998 95.6 106.0

喫 茶 ・ レ ス ト ラ ン 事 業 計 1,209 4.4 106.3

合 計 27,207 100.0 106.0

区分別売上高実績

⑵　設備投資の状況
　当事業年度における設備投資は総額で284百万円（前期比51.2％減）であります。
　その主な内容は、製造設備の取得・更新、店舗の新設および改装、陳列用什器備品の購入など
であります。

⑶　資金調達の状況
　当事業年度において特記すべき資金調達は実施しておりません。
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区 分
(2018.2.1～ )2019.1.31

第　89　期
2018年度

　
(2019.2.1～ )2020.1.31

第　90　期
2019年度

　
(2020.2.1～ )2021.1.31

第　91　期
2020年度

　
(2021.2.1～ )2022.1.31

第　92　期
2021年度

　
売 上 高 (百万円) 29,547 29,523 25,672 27,207

経 常 利 益 (百万円) 2,220 1,708 862 2,126

当 期 純 利 益 (百万円) 1,399 1,095 352 1,028

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 (円) 195.96 154.80 50.08 146.29

総 資 産 (百万円) 23,618 23,678 24,039 25,113

純 資 産 (百万円) 16,070 16,591 16,778 17,578

１ 株 当 た り 純 資 産 額 (円) 2,257.76 2,359.26 2,386.21 2,499.30

⑷　財産および損益の状況の推移

（注）１. １株当たり当期純利益は期中平均発行済株式総数、１株当たり純資産額は期末発行済株式総数に基づ
き算出しております。なお、期中平均発行済株式総数および期末発行済株式総数は、いずれも自己株
式数を控除して算出しております。

2. 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　2018年２月16日）等を第
90期より適用しており、第89期の総資産の金額については、当該会計基準等を遡って適用した後の
金額となっております。

3. 2022年2月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を実施したため、第89期の期首に当該
株式分割が行われたと仮定し、1株当たり当期純利益および1株当たり純資産額を算定しておりま
す。

⑸　重要な親会社および子会社の状況
　該当事項はありません。
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⑹　対処すべき課題
　当社は現在、2021年１月期からスタートした中期経営計画「Re morozoff 2022 ～変革～ 」
の『２nd Step』に取り組んでおり、2023年１月期は最終年度となります。『２nd Step』で
は、新ブランド戦略に加えて、市場および商品・ブランド戦略、生産戦略、人事・組織戦略を迅
速に実行に移しつつ、すべての面で変革を続けることで、ブランド価値のさらなる向上と利益創
出構造の強化につなげ、すべてのステークホルダーの満足度を高めるとともに、経営理念とサス
ティナビリティ（持続的成長）を実現してまいります。
　この期間における当社を取り巻く経営環境は、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、「緊急
事態宣言」や「まん延防止等重点措置」が繰り返し発出され、それとともに景気は落ち込みと持
ち直しを繰り返すなど、不透明な状況が続いております。
　売上面におきましては、少子高齢化や人口減少が進む中で、限られたパイを巡って業種・業態
を超えた販売競争が一段と激化しており、百貨店などの店舗閉鎖は今後も続くものと考えられま
す。また、中元、歳暮などのフォーマルギフトの縮小に加えて、当社で最も重要なイベントであ
るバレンタインデーについても変化の兆しが見られます。これに加えて、新型コロナウイルスの
感染拡大により、景気や雇用所得環境の悪化、個人消費の低迷などの影響が長期間にわたって残
ることが想定され、厳しい状況が続くものと考えております。
　また損益面におきましても、原材料価格が急上昇しつつあることに加えて、人手不足による人
件費や物流コストの増加なども見込まれます。

　そのような環境の中で、目標達成に向けた具体的な内容は以下のとおりです。
①　新ブランド戦略

　首都圏はさらなる成長が見込める国内最大の消費マーケットであると考えており、首都圏を
中心ターゲットとした新規ブランドやマーチャンダイジングを開発し、販売を強化してまいり
ます。
　バターを楽しむ焼き菓子の新ブランド「ガレット オ ブール」につきまして、2020年８月の
「銀座三越」への出店に続き、2021年３月に「大阪髙島屋」、2021年４月に「博多阪急」
へ新規出店し、モロゾフの焼菓子の新たな魅力を発信しております。また、毎日21時から24
時までの３時間だけオンラインショップで限定販売しているブランド「みみずく洋菓子店」に
つきましては、リアル常設店として2021年９月に「新宿伊勢丹」へ毎日16時から閉店までの
時間限定でオープンし、新たなお客様へのアプローチを進めております。
　2020年４月に事業を譲り受けました「株式会社鎌倉ニュージャーマン」につきましては鎌
倉本店を全面リニューアルするとともにリブランディングを実施し、2021年度には首都圏を
中心とした百貨店に３店舗新規出店いたしました。今後は鎌倉発のブランドとして、神奈川県
を中心とした首都圏での販売強化と利益改善に繋げてまいります。
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②　市場および商品・ブランド戦略
・委託チャネルのビジネスモデルの強化
　既存委託店につきましては、その店舗の規模や損益状況に応じてリロケーションを図るとと
もに、都心部の主要店舗につきましては個店別のブランドや商品対応をさらに強化していくこ
とで、売上高の増強と収益構造の改善を図ってまいります。
・安定した収益獲得のための納品チャネルの拡大
　新型コロナウイルス感染症により大きな影響を受けております、駅や空港、サービスエリア
などの土産マーケットや、ＢtoＢ販売を中心に取り扱う特需セグメントにつきましては、新規
提案による販路拡大や、新しい得意先へのアプローチにより販売を強化してまいります。ま
た、新しい生活様式のもとで増加を続けるインターネット通販につきましても、引き続き強化
を図ってまいります。
・市場戦略実現に向けた商品開発
　ＶＭＤ（ビジュアルマーチャンダイジング）により委託店の１店舗当たりの売上高の向上と
効率的な運営による利益改善を図りながら、そのブランド力と発信力をさらに強化しつつ、各
戦略に対応したマーチャンダイジングの展開や商品力の強化に取り組んでまいります。

③　生産戦略
　売上高や商品構成の変化に応じて各工場の生産品目の最適化を図りつつ、市場戦略および商
品・ブランド戦略に柔軟に対応できるよう、製造ラインの移設や設備の強化を図るとともに、
生産性の向上に取り組んでまいります。
　また、新型コロナウイルス感染症の影響により大きく変化する製造高に対応して、各工場の
人件費や経費の最適化に努めてまいります。

④　人事・組織戦略
　中長期の人員構成をにらみながら、次世代を担う人材の育成と女性活躍施策を推進しつつ、
「スリムで強い将来組織」を構築してまいります。
　また、新型コロナウイルス感染症の影響により変動する売上高への対応として、売上状況に
応じて人員構成や配置を見直すことで、人件費のコントロールを行ってまいります。

　今後とも、創立100周年を見据え、さらなるステップアップを目指し、中期経営計画「Re 
morozoff 2022 ～変革～ 」の実現に向け、経営理念『Be Prime,Be Sweet.』のもと、全社一
丸で邁進する所存でございます。

　株主の皆様におかれましては、何とぞ格別のご理解とご支援を賜りますようお願い申しあげま
す。
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区 分 内 容
洋菓子製造販売事業
干 菓 子 類 （チョコレート）プレミアムチョコレートセレクション・フェイバリット・

りんごのチョコレート・ラウンドプレーン等
（キャンディ）ファンシーキャンディ・ココアピーナッツ等
（焼菓子）ファヤージュ・アルカディア・オデット等
（デザート）ファンシーデザート・凍らせてシャーベット・
　フルーツオブフルーツ・白いチーズケーキ等
（詰合せ）ハッピーパーティ・ロイヤルタイム・サマーイング・
　サマーロイヤルタイム等

洋 生 菓 子 類 （チルドデザート）カスタードプリン・季節のプリン・季節のゼリー・
カフェデザート等
（ケーキ）チーズケーキ・チョコレートケーキ・ミニケーキ等
（半生菓子）ブロードランド・アーモンドケーキ等

そ の 他 菓 子 類 焼きたてクッキー・グラスオショコラ等
喫茶・レストラン事業 コーヒー・紅茶・ジュース・ケーキ・料理等

⑺　主要な事業内容（2022年１月31日現在）
　当社は、チョコレート・キャンディ・焼菓子・洋生菓子等の製造、販売を主な事業とし、その
商品は直接販売を基本方針として、主として全国の有名百貨店で販売されております。
　また、各地に直営売店、喫茶店舗およびレストラン店舗を設け、厳選した原料を使用し、開
発、改善されたすぐれた技術により商品とサービスを提供しております。

主な商品内容

⑻　主要な営業所および工場（2022年１月31日現在）
①　営業所
本社（神戸）御影オフィス併設、六甲アイランドオフィス（神戸）、関西支店（神戸）、東京
支店、名古屋支店、福岡支店、北海道営業所（札幌）、仙台営業所
②　工場
西神工場（神戸）、六甲アイランド工場（神戸）、船橋工場、福岡工場、札幌工場

　なお、本社は登記上の本社であり、御影オフィスとして活用しております。
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従業員数（前期末比増減） 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

543名（37名減） 43.0歳 15.9年

⑼　従業員の状況（2022年１月31日現在）

（注）上記従業員の他、嘱託社員61名（前期末比3名減）および臨時従業員がおります。臨時従業員の最近１年
間における平均雇用人員は、1,111名であります。

借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 700百万円

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 220

株 式 会 社 み な と 銀 行 220

⑽　主要な借入先の状況（2022年１月31日現在）
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⑴　発行可能株式総数 12,000,000株
⑵　発行済株式の総数 3,669,226株
⑶　株主数 10,370名

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 339千株 9.6％

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 144 4.1％

三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 信 託 銀 行 株 式 会 社 107 3.1％

山 陽 電 気 鉄 道 株 式 会 社 106 3.0％

あ い お い ニ ッ セ イ 同 和 損 害 保 険 株 式 会 社 88 2.5％

株 式 会 社 み な と 銀 行 88 2.5％

株 式 会 社 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行 （ 信 託 口 ） 72 2.1％

Ｓ Ｍ Ｂ Ｃ 日 興 証 券 株 式 会 社 66 1.9％

則 岡 迪 子 63 1.8％

モ ロ ゾ フ 従 業 員 持 株 会 63 1.8％

株 主 名 株 式 数 交 付 対 象 者 数

取締役（監査等委員および社外取締役を除く） 1,618株 5名

２．会社の株式に関する事項（2022年１月31日現在）

⑷　大株主（上位10名）

（注）１．当社は、自己株式を152,494株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
２．持株比率は自己株式数を控除して計算しております。

⑸　当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況

（注）当社の株式報酬の内容につきましては、「４．(4)取締役の報酬等」に記載しております。

⑹　その他株式に関する重要な事項
　当社は、2021年12月13日開催の取締役会において、2022年２月１日付で普通株式１株につき２株の割
合で株式分割を実施することを決議し、同日付で当社定款に定める発行可能株式総数を変更いたしました。
　これにより、発行可能株式総数は24,000,000株に、発行済株式の総数は7,338,452株となりました。

３．会社の新株予約権等に関する事項
　該当事項はありません。
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地 位 氏 名 担当および重要な兼職の状況
取 締 役 社 長(代表取締役) 山 口 信 二 日本チョコレート工業協同組合理事長
取締役副社長(代表取締役) 山 岡 祥 記 経営統括本部長
常 務 取 締 役 竹 原 　 誠 マーケティング本部長
取 締 役 上 村 裕 司 営業本部長
取 締 役 高 田 耕 治 生産本部長

取 締 役 南　部　真知子
㈱神戸クルーザー会長
本州四国連絡高速道路㈱社外監査役
三共生興㈱社外取締役

取 締 役(常勤監査等委員) 藤 本 義 久
取 締 役(監査等委員) 藤 原 良 弘
取 締 役(監査等委員) 渡 邊 純 子 京都大学大学院経済研究科教授

４．会社役員に関する事項
⑴　取締役の状況（2022年１月31日現在）

（注）１. 取締役南部真知子氏ならびに取締役（監査等委員）藤原良弘氏および渡邊純子氏は社外取締役であり
ます。

２. 取締役（監査等委員）藤本義久氏は、長年にわたる経営企画部門における職務経験と経営統括本部副
本部長としての豊富な経験を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しておりま
す。

３. 取締役（監査等委員）藤原良弘氏は、長年にわたる金融機関における職務経験と常務執行役員として
経営に携わった経験を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。

４. 2021年４月27日開催の第91回定時株主総会終結の時をもって、前田正志氏は取締役(常勤監査等委
員)を辞任いたしました。

５. 情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するため、藤本義久氏を常勤の監査等委
員として選定しております。

６. 当社は、取締役南部真知子氏ならびに取締役（監査等委員）藤原良弘氏および渡邊純子氏を東京証券
取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。

⑵　責任限定契約の内容の概要
　当社と取締役南部真知子氏および各監査等委員は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同
法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠
償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額としております。
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⑶　役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
　当社は会社法第430条の３第１項に基づく役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し
ており、被保険者が職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受ける
ことによって生ずることのある損害について塡補することとしております。ただし、法令違反の
行為であることを認識して行った行為の場合等一定の免責事由があります。
　当該保険契約の被保険者の範囲は、当社および当社の子会社の会社役員ならびに執行役員等の
主要な業務執行者であります。なお、保険料は特約部分も含め全額会社負担としており、被保険
者の実質的な負担はありません。

⑷　取締役の報酬等
①　取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
　当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針（以下、「決定方針」という。）を
定めており、その概要は以下のとおりであります。
Ａ．取締役（監査等委員を除く。）の報酬
ａ．業務執行取締役の報酬額
・報酬の構成および方針
　業務執行取締役の報酬額は、役位・職責に応じた固定報酬である基本報酬と、役位・
職責および業績評価ランクに応じて変動する業績連動報酬により構成し、基本報酬は金
銭にて支払い、業績連動報酬は金銭と譲渡制限付株式により支給いたします。
　なお、株式報酬につきましては、譲渡制限付株式報酬導入前の2021年4月までは報
酬天引きによる株式累積投資を利用しておりました。
　報酬額全体に占める基本報酬と業績連動報酬との構成割合は概ね７：３であり、上位
役位ほど業績連動報酬の割合を高めることとしております。
・業績評価ランクの決定
　取締役の業績評価ランクは、企業の本業の収益力を表す前事業年度の営業利益率に応
じて基本となる業績評価ランクを決定し、それに「個人業績評価調整」および「就任初
年度調整」を加味したうえで、各取締役の業績評価ランクを決定いたします。
・報酬案の決定方法
　金銭報酬については、決定した各取締役の業績評価ランクに基づき月額報酬額を算定
し、毎月支払うこととしております。譲渡制限付株式報酬については、同様の方法によ
り株式割当前の報酬年額を算出のうえ、取締役会決議の前営業日における東京証券取引
所の当社株式の終値を基礎として株数を算出し、算出した株数から金額に割り戻して報
酬額を算定し、毎年一定の時期に支払うこととしております。
　ただし、代表取締役が特に考慮する事項があり、その修正が必要と考える場合には報
酬額を修正することができることとしております。
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ｂ．非業務執行取締役の報酬額
　非業務執行取締役については、独立性確保の観点から固定報酬である基本報酬のみと
し、金銭により毎月支払うこととしております。

ｃ．報酬額決定の手続き
　取締役（監査等委員を除く。）の報酬額の決定については、代表取締役が報酬案を指
名報酬委員会に諮問し、指名報酬委員会でその手続きの公平性・透明性・客観性を議論
のうえ、その報告を踏まえて、取締役会決議により株主総会で議決された報酬限度額の
範囲内で決定いたします。

Ｂ．監査等委員である取締役
　監査等委員である取締役については、株主総会で議決された報酬限度額の範囲内で、監
査等委員の協議により決定し、金銭により毎月支払うこととしております。

②　当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が当該決定方針に沿うものであると取締
役会が判断した理由
　取締役の個人別の報酬等の内容につきましては、上記決定方針に則り、業績評価ランクの決
定、業績連動報酬の算定、報酬水準の相当性等を多角的に検討のうえ、取締役会決議により決
定されており、取締役会はその内容が当該決定方針に沿うものであると判断しております。

③　取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
　2016年４月26日開催の第86回定時株主総会において、取締役（監査等委員を除く。）の
報酬限度額は年額200百万円以内（うち社外取締役分20百万円以内）と決議いただいており
ます。当該定時株主総会決議時点において対象となる取締役（監査等委員を除く。）の員数は
６名（うち社外取締役１名）であります。
　また、2021年４月27日開催の第91回定時株主総会において、取締役（監査等委員および
社外取締役を除く。）に対し、上記取締役（監査等委員を除く。）の報酬限度額の枠内で、譲
渡制限付株式の付与のための報酬等として年額20百万円以内の金銭報酬債権を支給すること
を決議しており、当該金銭報酬債権を現物出資財産として払い込むことにより割当てを受ける
当社の普通株式である譲渡制限付株式の総数の上限を年9,000株以内（2022年２月１日付株
式分割後は年18,000株以内）と決議いただいております。当該定時株主総会決議時点におい
て支給対象となる取締役（監査等委員および社外取締役を除く。）の員数は５名であります。
　監査等委員である取締役の報酬限度額は、2016年４月26日開催の第86回定時株主総会に
おいて、年額50百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会決議時点において
支給対象となる監査等委員である取締役の員数は３名であります。
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区　　　　分
報酬等の
総額

（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円）
対象となる役員
の員数（名）基本報酬

業績連動報酬
金銭 株式報酬

取締役（監査等委員を除く）
（うち社外取締役）

122
（4）

90
（4）

25
（－）

7
（－）

６
（１）

取締役（監査等委員）
（うち社外取締役）

26
（9）

26
（9）

（－）
（－）

（－）
（－）

４
（２）

合　　　計
（うち社外取締役）

149
（14）

116
（14）

25
（－）

7
（－）

10
（３）

④　取締役の報酬等の総額等

（注）１．上記には、当事業年度中に退任した取締役（監査等委員）１名を含んでおります。
２．業績連動報酬にかかる業績指標は企業の本業の収益力を表す前事業年度の営業利益率であり、その実
績は2.9%であります。業績連動報酬の算定方法等は、「（4）①取締役の個人別の報酬等の内容に係
る決定方針に関する事項」に記載のとおりであります。

３．非金銭報酬等の内容は株式報酬であり、その内容は、2021年4月までは報酬天引きによる当社株式
の株式累積投資、2021年5月以降は当社株式の譲渡制限付株式です。譲渡制限付株式の割当ての際
の条件等は、「（4）①取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項」に記載のとお
りであります。また、当事業年度における交付状況は、「２．（5）当事業年度中に職務執行の対価
として会社役員に交付した株式の状況」に記載しております。
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区　分 氏　　名 活　動　状　況

取　締　役 南　部　真知子

当事業年度に開催された取締役会11回すべてに出席し、会社経営者として
の豊富な経験と高い見識に基づき、経営全般に関する有用な助言・提言を
適宜行っております。
また、指名報酬委員会の委員として、独立した客観的な立場から、取締役
候補者の選定や取締役の報酬の決定過程における監督機能を担っておりま
す。

取　締　役
(監査等委員) 藤 原 良 弘

当事業年度に開催された取締役会11回および監査等委員会11回すべてに
出席し、会社業務における豊富な経験と高い見識に基づき、取締役会およ
び監査等委員会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言
を適宜行っております。
また、指名報酬委員会の委員として、独立した客観的な立場から、取締役
候補者の選定や取締役の報酬の決定過程における監督機能を担っておりま
す。

取　締　役
(監査等委員) 渡 邊 純 子

当事業年度に開催された取締役会11回および監査等委員会11回すべてに
出席し、経済関連の高度な専門知識と高い見識に基づき、取締役会および
監査等委員会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を
適宜行っております。
また、指名報酬委員会の委員として、独立した客観的な立場から、取締役
候補者の選定や取締役の報酬の決定過程における監督機能を担っておりま
す。

⑸　社外役員に関する事項
①　他の法人等の重要な兼職の状況および当社と当該他の法人等との関係
　取締役南部真知子氏は、㈱神戸クルーザー会長、本州四国連絡高速道路㈱社外監査役および
三共生興㈱社外取締役であります。㈱神戸クルーザー、本州四国連絡高速道路㈱および三共生
興㈱は、当社と特別の関係はありません。
　取締役（監査等委員）渡邊純子氏は、京都大学大学院経済研究科教授であります。京都大学
は、当社と特別の関係はありません。
②　当事業年度における主な活動状況
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支　 払　 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 20百万円

当社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 20

５．会計監査人の状況
⑴　名称　　　　　有限責任監査法人トーマツ

⑵　報酬等の額

（注）１. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の
監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る報酬等
の額にはこれらの合計額を記載しております。

２. 監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積りの算出根
拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同
意の判断をいたしました。

⑶　会計監査人の解任または不再任の決定の方針
　監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場
合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたしま
す。
　監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められ
る場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委
員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解
任した旨と解任の理由を報告いたします。
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６．業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況
　取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務
の適正を確保するための体制について、取締役会で決議した内容および当事業年度の運用状況の
概要は次のとおりであります。

⒈　業務の適正を確保するための体制（内部統制システム）構築の基本方針
⑴　取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
① 取締役、従業員の職務執行の行動規範として、「行動指針」「企業倫理ガイドライン」を定

め、周知を図る。
② 社外取締役を置き、取締役の職務執行に対する監督機能を強化する。
③ 法令、社内規定等の違反を報告するために通報者の保護を徹底した窓口を社内外に設け、違

反等の早期発見に努める。
④ 弁護士や警察と連携し、反社会的勢力との関係排除に努める。
⑤ 内部監査部門を設け、監査等委員会と連携して内部監査を実施する。

⑵　取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
① 社内規定を定め、取締役の職務執行に係る情報を文書または電磁的媒体に記録し、適切に保

存・管理する。
② 情報管理に関する規定を定め、情報セキュリティを適切に管理する。

⑶　損失の危険の管理に関する規程その他の体制
① リスク管理に関する規定を定め、当社および子会社のリスクを網羅的・総括的に掌握し、リ

スク管理の全社的推進とリスク管理に必要な情報の共有化を図るために、取締役会直轄のリ
スクマネジメント委員会を設置し、リスクの特性に応じ適切に対応する。

② 経営に重大な影響を及ぼす不測の事態を想定して「危機管理マニュアル」を定め、緊急事態
に迅速に対応するとともに、その予防策を講じるよう努める。

⑷　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 「組織および職務分掌規定」「職務権限規定」において、適正な業務組織と分掌事項、各職

位の責任・権限を定め、効率的な業務執行を行う。
② 中期経営計画および各年度予算を策定し、これを軸とした計画・実行・評価のマネジメント

サイクルを確立する。
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③ 全社的な情報システム基盤を常に整備し、経営情報の正確かつ迅速な把握と伝達に資すると
ともに、業務の効率化を図る。

⑸　当社および子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
① 「コンプライアンス規定」を定め、当社および子会社のコンプライアンス体制の維持・向上

を図る。また、当社内部通報窓口へは、子会社使用人等からの通報も可能とする。
② 「子会社管理規定」および子会社の「職務権限規定」を設け、子会社の取締役等の職務の執

行が効率的に行われることを確保するとともに、子会社の業務運営における重要な事項が当
社に報告される体制を整備する。

⑹　監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、および当該使用人の取締役（監査等委
員である取締役を除く。）からの独立性に関する事項、ならびに当該使用人に対する指示の実効
性の確保に関する事項
① 監査等委員会の職務を補助すべき使用人は置かないが、監査等委員会から要請がある場合に

は、内部監査部門が補助することとし、その要請された業務については取締役（監査等委員
である取締役を除く。）から指揮命令を受けないことを、必要な規定に定める。

⑺　取締役（監査等委員である取締役を除く。）および使用人が監査等委員会に報告をするための
体制、その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
① 当社および子会社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）、従業員は、定款・法令に

違反する事実、会社に著しい損害を与える恐れのある事実を発見したときには、当社の監査
等委員会に報告するとともに、監査等委員会から業務執行に関する事項の報告を求められた
ときは、速やかに報告するよう、またその報告をしたことを理由として不利な取扱いを行わ
ないことを規定に定める。

② 監査等委員会は内部監査部門と内部監査の結果等について適宜情報交換を行う。
③ 監査等委員に取締役会以外の会議で実質的に経営の重要事項が審議される会議について出席

する権限が与えられる等重要な情報を把握できる措置を採る。
④ 内部通報窓口への通報内容は、監査等委員会に報告する。
⑤ 監査等委員がその職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還等の請求をしたとき
は、担当部署において審議の上、当該請求に係る費用または債務が当該監査等委員の職務の
執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。
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⒉　業務の適正を確保するための体制（内部統制システム）の運用状況の概要
① 取締役会を11回開催し、法令等に定められた事項や経営にかかわる重要な事項を決定する
とともに、取締役間の意思疎通を図り相互に業務執行を監督しました。

② 監査等委員会を11回開催し、監査方針や監査計画を協議決定するとともに、取締役の職務
執行の適法性および妥当性について監査、監督しました。

③ 経営管理会議を６回開催し、中期経営計画および各年度予算の執行状況を評価しました。
④ リスクマネジメント委員会を２回開催し、網羅的に掌握した当社全体のリスクに対する管理

状況および次年度の活動方針について確認しています。また、経営に重大な影響を及ぼす不
測の事態を想定して「危機管理マニュアル」を定め、緊急事態に迅速に対応するとともにそ
の予防策を講じるように努めています。

⑤ 内部統制会議を開催し、財務報告に係る内部統制システムの整備・運用状況を評価しまし
た。

⑥ 監査等委員会と内部監査部門との情報交換会を５回開催し、内部監査の結果等について適宜
情報交換を行っています。

⑦ 法令、社内規定等の違反を報告するための通報窓口を社内および社外に設け、通報者の保護
を徹底するとともに違反等の早期発見と是正に努めています。

（注）本事業報告に記載の金額は表示単位未満を切り捨てて表示し、比率は表示単位未満を四捨五入して表示し
ております。
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（2022年１月31日現在）
（単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部
科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
売 掛 金
製 品
原 材 料
仕 掛 品
貯 蔵 品
短 期 貸 付 金
未 収 入 金
前 払 費 用
未 収 収 益
仮 払 金
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
構 築 物
機 械 装 置
車 輌 運 搬 具
工 具 器 具 備 品
土 地
建 設 仮 勘 定
無 形 固 定 資 産
電 話 加 入 権
そ の 他 の 権 利 金
ソ フ ト ウ ェ ア
投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
出 資 金
長 期 貸 付 金
関 係 会 社 長 期 貸 付 金
保 証 預 け 金
敷 金
生 命 保 険 料 積 立 金
長 期 前 払 費 用
前 払 年 金 費 用
そ の 他 の 投 資 等
貸 倒 引 当 金　

14,028,925
5,383,737
5,800,980
1,874,771
303,452
296,618
105,477
200,440
22,553
30,482
4,824
29,097

△23,510
11,084,935
7,214,105
2,382,818
53,688

1,210,842
1,861

327,274
3,234,338

3,281
90,021
33,506
532

55,982
3,780,808
1,493,128
202,980
81,656
384

500,000
210,666
279,566
154,232
18,011
834,522
6,850

△1,190　

流 動 負 債 6,858,374
電 子 記 録 債 務 1,787,383
買 掛 金 805,685
短 期 借 入 金 1,750,000
未 払 金 314,317
未 払 事 業 所 税 27,797
未 払 法 人 税 等 653,302
未 払 消 費 税 等 375,079
未 払 費 用 882,764
預 り 金 33,863
賞 与 引 当 金 222,740
資 産 除 去 債 務 5,440

固 定 負 債 676,730
繰 延 税 金 負 債 233,028
再評価に係る繰延税金負債 202,735
預 り 保 証 金 6,000
退 職 給 付 引 当 金 80,536
資 産 除 去 債 務 135,936
そ の 他 の 固 定 負 債 18,493
負 債 合 計 7,535,104

純 資 産 の 部
株 主 資 本 16,868,454
資 本 金 3,737,467
資 本 剰 余 金 3,921,651
資 本 準 備 金 3,918,352
そ の 他 資 本 剰 余 金 3,298

利 益 剰 余 金 9,870,489
利 益 準 備 金 614,883
そ の 他 利 益 剰 余 金 9,255,605
固 定 資 産 圧 縮 積 立 金 156,611
別 途 積 立 金 2,300,000
繰 越 利 益 剰 余 金 6,798,994

自 己 株 式 △661,154
評 価 ・ 換 算 差 額 等 710,303
その他有価証券評価差額金 420,164
土 地 再 評 価 差 額 金 290,138
純 資 産 合 計 17,578,757

資 産 合 計 25,113,861 負債及び純資産合計 25,113,861

貸　借　対　照　表

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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(2021年 2 月 1 日から)2022年 1 月31日まで

科 目 金 額
売 上 高 27,207,405
売 上 原 価

期 首 製 品 棚 卸 高 2,051,132
当 期 製 品 製 造 原 価 13,124,690
他 社 製 品 仕 入 高 725,700
他 勘 定 受 入 高 19,140

計 15,920,663
他 勘 定 振 替 高 95,233
期 末 製 品 棚 卸 高 1,874,771

計 1,970,005 13,950,658
売 上 総 利 益 13,256,746
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 11,243,905
営 業 利 益 2,012,840
営 業 外 収 益

受 取 利 息 6,384
受 取 配 当 金 33,906
雑 収 入 108,888 149,179

営 業 外 費 用
支 払 利 息 28,262
雑 損 失 6,765 35,028

経 常 利 益 2,126,991
特 別 損 失

固 定 資 産 除 売 却 損 46,648
投 資 有 価 証 券 売 却 損 23,811
関 係 会 社 株 式 評 価 損 311,749
減 損 損 失 4,118 386,327

税 引 前 当 期 純 利 益 1,740,663
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 709,589
法 人 税 等 調 整 額 2,236 711,825
当 期 純 利 益 1,028,837

損　益　計　算　書

（単位：千円）

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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(2021年 2 月 1 日から)2022年 1 月31日まで
（単位：千円）

株 主 資 本

資本金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資本準備金
その他
資本

剰余金

資本
剰余金
合計

利益
準備金

その他
利益剰余金

利益
剰余金
合計

2 0 2 1 年 ２ 月 １ 日 残 高 3,737,467 3,918,352 3,567 3,921,919 614,883 8,437,711 9,052,595

事 業 年 度 中 の 変 動 額

自 己 株 式 の 取 得

自 己 株 式 の 処 分 △268 △268

剰 余 金 の 配 当 △210,943 △210,943

当 期 純 利 益 1,028,837 1,028,837

株主資本以外の項目の事業
年 度 中 の 変 動 額 （ 純 額 ）

事 業 年 度 中 の 変 動 額 合 計 － － △268 △268 － 817,893 817,893

2 0 2 2 年 １ 月 3 1 日 残 高 3,737,467 3,918,352 3,298 3,921,651 614,883 9,255,605 9,870,489

株 主 資 本 評 価 ・ 換 算 差 額 等

純資産合計
自己株式 株主資本

合計
その他

有価証券
評価差額金

土地再評価
差額金

評価・換算
差額等合計

2 0 2 1 年 ２ 月 １ 日 残 高 △665,080 16,046,903 441,465 290,138 731,604 16,778,507

事 業 年 度 中 の 変 動 額

自 己 株 式 の 取 得 △2,076 △2,076 △2,076

自 己 株 式 の 処 分 6,002 5,733 5,733

剰 余 金 の 配 当 △210,943 △210,943

当 期 純 利 益 1,028,837 1,028,837

株主資本以外の項目の事業
年 度 中 の 変 動 額 （ 純 額 ） △21,301 － △21,301 △21,301

事 業 年 度 中 の 変 動 額 合 計 3,925 821,551 △21,301 － △21,301 800,249

2 0 2 2 年 １ 月 3 1 日 残 高 △661,154 16,868,454 420,164 290,138 710,303 17,578,757

株主資本等変動計算書
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そ の 他 利 益 剰 余 金
固定資産

圧縮積立金 別途積立金 繰越利益
剰余金 合計

2 0 2 1 年 ２ 月 １ 日 残 高 156,611 2,300,000 5,981,100 8,437,711

事 業 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △210,943 △210,943

当 期 純 利 益 1,028,837 1,028,837

事 業 年 度 中 の 変 動 額 合 計 － － 817,893 817,893

2 0 2 2 年 １ 月 3 1 日 残 高 156,611 2,300,000 6,798,994 9,255,605

（注）その他利益剰余金の内訳

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 和 田 朝 喜
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 池 田 哲 也

独立監査人の監査報告書
2022年３月16日

モロゾフ株式会社
取 締 役 会　御 中

有 限 責 任 監 査 法 人 ト ー マ ツ
　 神 戸 事 務 所

　
監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、モロゾフ株式会社の2021年2月1
日から2022年1月31日までの第92期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、
株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）につ
いて監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正
に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載
されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎
となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書
類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計
算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
が含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成すること
が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す
ることにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬に
よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場
から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可
能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見
込まれる場合に、重要性があると判断される。

会計監査人の監査報告書　謄本
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　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リス

クに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。
さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、
監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計
上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関
して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実
性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又
は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除
外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手し
た監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなく
なる可能性がある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及
び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
する。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別
した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその
他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵
守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除
去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係
はない。

以　上
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監　査　報　告　書
　当監査等委員会は、2021年２月１日から2022年１月31日までの第92期事業年度における取締役の職
務の執行について監査いたしました。その方法および結果につき以下のとおり報告いたします。

１．監査の方法およびその内容
　監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロおよびハに掲げる事項に関する取締役会決議
の内容ならびに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役および使用
人等からその構築および運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表
明するとともに、下記の方法で監査を実施しました。
①　監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携の上、重要な
会議に出席し、取締役および使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて
説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社および主要な事業所において業務および財産の状況を
調査しました。また、子会社については、子会社の取締役と意思疎通および情報の交換を図り、必要
に応じて子会社から事業の報告を受けました。
②　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視および検証するとと
もに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則
第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（2005年10月28日企業会計審議
会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告およびその附属明細書、計算書類（貸借対照表、
損益計算書、株主資本等変動計算書および個別注記表）およびその附属明細書について検討いたしまし
た。

２．監査の結果
⑴　事業報告等の監査結果
①　事業報告およびその附属明細書は、法令および定款に従い、会社の状況を正しく示しているもの
と認めます。
②　取締役の職務の執行に関する不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実は認めら
れません。
③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。
　また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容および取締役の職務の執行について
も、指摘すべき事項は認められません。

⑵　計算書類およびその附属明細書の監査結果
　会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法および結果は相当であると認めます。

2022年３月18日
モロゾフ株式会社　監査等委員会

常勤監査等委員 藤 本 義 久 ㊞
監査等委員 藤 原 良 弘 ㊞
監査等委員 渡 邊 純 子 ㊞　

(注) 　監査等委員藤原良弘および監査等委員渡邊純子は、会社法第２条第15号および第331条第６項に
規定する社外取締役であります。

監査等委員会の監査報告書　謄本

以　上
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株主総会参考書類

議案および参考事項
第１号議案　剰余金処分の件

　当社は、今後とも収益力の向上と経営基盤の強化に努めるとともに、利益配分につきまして
は業績の見通し、配当性向、内部留保の水準などを総合的に判断しながら、安定的な配当を維
持継続していくことを基本方針としております。また、内部留保につきましては、生産設備、
販売設備投資など企業体質強化に活用し、長期安定的に株主の皆様のご期待に沿うよう努力し
てまいります。
　このような方針のもと、第9２期の期末配当につきましては、以下のとおりといたしたいと
存じます。
①　配当財産の種類

　金銭といたします。
②　配当財産の割当てに関する事項およびその総額

　当社普通株式１株につき90円といたしたいと存じます。
　この場合の配当総額は、316,505,880円となります。
（注）2022年２月１日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を実施しております。当期の

期末配当につきましては、配当基準日が2022年1月31日となりますので、当該株式分割前の
株式数を基準として配当を実施いたします。

③　剰余金の配当が効力を生じる日
　2022年４月27日といたしたいと存じます。
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現 行 定 款 変 更 案
（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし
提供）
第16条　当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会

参考書類、事業報告および計算書類に記載また
は表示すべき事項に係る情報を、法務省令に定
めるところに従いインターネットを利用する方
法で開示することにより、株主に対して提供し
たものとみなすことができる。

（削　　除）

第２号議案　定款一部変更の件
⑴ 提案の理由
　「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改
正規定が2022年９月１日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入される
こととなりますので、次のとおり定款を変更するものであります。
①　株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定款に定めることが
義務付けられることから、変更案第16条（電子提供措置等）第１項を新設するものでありま
す。

②　株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる事項のうち、書面交付を
請求した株主に交付する書面に記載する事項の範囲を法務省令で定める範囲に限定することが
できるようにするため、変更案第16条（電子提供措置等）第２項を新設するものでありま
す。

③　株主総会資料の電子提供制度が導入されますと、現行定款第16条（株主総会参考書類等の
インターネット開示とみなし提供）の規定は不要となるため、これを削除するものでありま
す。

④　上記の新設および削除される規定の効力に関する附則を設けるものであります。なお、本附
則は期日経過後に削除するものといたします。

⑵ 変更の内容
　変更の内容は、次のとおりであります。

（下線部分は変更箇所を示します。）
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現 行 定 款 変 更 案
（電子提供措置等）

（新　　設） 第16条　当会社は、株主総会の招集に際し、株主総
会参考書類等の内容である情報について電子
提供措置をとる。

② 　当会社は、電子提供措置をとる事項のうち
法務省令で定めるものの全部または一部につ
いて、議決権の基準日までに書面交付請求を
した株主に対して交付する書面に記載するこ
とを要しないものとする。

（新　　設） （附則）
（新　　設） （株主総会資料の電子提供に関する経過措置）

① 　定款第16条（株主総会参考書類等のインタ
ーネット開示とみなし提供）の削除および定
款第16条（電子提供措置等）の新設は、
2022年９月１日から効力を生ずるものとす
る。

② 　前項の規定にかかわらず、2022年９月１
日から６ヵ月以内の日を株主総会の日とする
株主総会については、定款第16条（株主総会
参考書類等のインターネット開示とみなし提
供）は、なお効力を有する。

③ 　本条の規定は、2022年９月１日から６ヵ
月を経過した日または前項の株主総会の日か
ら３ヵ月を経過した日のいずれか遅い日後に
これを削除する。
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候補者
番　号 氏名 性別

（年齢）
候補者
属　性 当社における地位および担当 取締役

在任期間
取締役会
出席状況

1 やま

山
ぐち

口
 

　
しん

信
じ

二
男性

（63歳） 再 任　 代表取締役社長
指名報酬委員会委員長 13年 11回／11回

（100％）

2 やま

山
おか

岡
 

　
よし

祥
のり

記
男性

（65歳） 再 任　 代表取締役副社長経営統括本部長
指名報酬委員会委員 13年 11回／11回

（100％）

3 たけ

竹
はら

原
 

　
まこと

誠
男性

（63歳） 再 任　 常務取締役マーケティング本部長 ９年 11回／11回
（100％）

4 うえ

上
むら

村
 

　
ひろ

裕
し

司
男性

（62歳） 再 任　 取締役営業本部長 ６年 11回／11回
（100％）

5 たか

高
た

田
 

　
こう

耕
じ

治
男性

（56歳） 再 任　 取締役生産本部長 ２年 11回／11回
（100％）

6 なん

南
ぶ

部
 

　
ま

真
ち

知
こ

子
女性

（69歳）

再 任
社 外
独 立

　
取締役
指名報酬委員会委員 ７年 11回／11回

（100％）

第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件
　本総会終結の時をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名全員が任期満了
となりますので、取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名の選任をお願いいたしたい
と存じます。
　取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者は次のとおりであります。

（注）年齢および取締役在任期間は、本総会終結時のものであります。
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候補者
番　号

氏　　　　名
（生年月日）

略歴、当社における地位および担当
（重要な兼職の状況）

所有する当社
の 株 式 数

１

やまぐち し ん じ
山 口 信 二

再任
(1959年３月１日生)

　

    1981年    4 月 当社入社
    2005年    4 月 当社営業本部福岡支店長
    2007年    4 月 当社マーケティングセンター副センター長
    2008年    4 月 当社マーケティングセンター長
    2009年    4 月 当社取締役マーケティングセンター長兼商品

企画グループ長
    2011年    4 月 当社取締役マーケティングセンター長
    2011年    4 月 当社代表取締役社長マーケティングセンター長
    2013年    4 月 当社代表取締役社長営業本部長
    2016年    4 月 当社代表取締役社長（現任）
    2018年    5 月 日本チョコレート工業協同組合理事長（現任）

10,182株

（重要な兼職の状況）
日本チョコレート工業協同組合理事長

【取締役候補者とした理由】
当社の営業部門およびマーケティング部門における豊富な経験と実績に加え、当社の代表取締役とし
て経営を担い、高い見識と能力を有しており、引き続き取締役候補者といたしました。

２

やまおか よしのり
山 岡 祥 記

再任
(1957年４月２日生)

　

    1980年    4 月 ㈱第一勧業銀行（現㈱みずほ銀行）入行
    2005年    12月 同行船場支店長
    2007年    7 月 同行船場支店船場法人部部長
    2008年    4 月 当社監査役（常勤）
    2009年    4 月 当社常務取締役経理グループ長
    2010年    4 月 当社常務取締役経営統括本部副本部長兼経営

企画グループ長兼経理グループ長
    2011年    4 月 当社常務取締役経営統括本部副本部長兼経営

企画グループ長
    2013年    4 月 当社常務取締役経営統括本部副本部長兼経営

企画部長
    2016年    4 月 当社常務取締役経営統括本部長
    2016年    4 月 当社専務取締役経営統括本部長
    2020年    4 月 当社代表取締役副社長経営統括本部長（現任）

7,620株

【取締役候補者とした理由】
銀行における豊富な経験と実績に加え、当社の常勤監査役および取締役としての経験から幅広い知見
と能力を有しており、引き続き取締役候補者といたしました。

－ 33 －



候補者
番　号

氏　　　　名
（生年月日）

略歴、当社における地位および担当
（重要な兼職の状況）

所有する当社
の 株 式 数

３

たけはら まこと
竹 原 誠

再任
(1958年９月21日生)

　

    1981年    4 月 当社入社
    2009年    4 月 当社営業本部福岡支店長
    2011年    4 月 当社営業本部東京支店長
    2013年    4 月 当社マーケティングセンター長
    2013年    4 月 当社取締役マーケティングセンター長
    2014年    4 月 当社取締役マーケティングセンター長兼商品

企画部長
    2015年    4 月 当社取締役マーケティング本部長

2021年    4 月 当社常務取締役マーケティング本部長
　　　　　　　（現任）

8,108株

【取締役候補者とした理由】
当社の営業部門およびマーケティング部門における豊富な経験と実績に加え、当社の取締役として経
営に携わり、高い見識と能力を有しており、引き続き取締役候補者といたしました。

４

うえむら ひ ろ し
上 村 裕 司

再任
(1959年11月12日生)

　

    1982年    4 月 当社入社
    2010年    4 月 当社営業本部名古屋支店長
    2012年    4 月 当社営業本部関西支店長兼市場開発部長
    2015年    4 月 当社営業本部副本部長兼関西支店長兼フード

ビジネス部長
    2016年    4 月 当社執行役員営業本部長
    2016年    4 月 当社取締役営業本部長（現任）

2,630株

【取締役候補者とした理由】
当社の営業部門における豊富な経験と実績に加え、当社の取締役として経営に携わり、高い見識と能
力を有しており、引き続き取締役候補者といたしました。

５

た か た こ う じ
高 田 耕 治

再任
(1965年５月21日生)

　

    1989年    4 月 当社入社
    2011年    4 月 当社生産本部六甲アイランド工場長
    2013年    4 月 当社生産本部西神工場長
    2016年    4 月 当社執行役員生産本部副本部長兼西神工場長
    2020年    4 月 当社執行役員生産本部副本部長
    2020年    4 月 当社取締役生産本部長（現任）

1,630株

【取締役候補者とした理由】
当社の生産部門における豊富な経験と実績を有し、当社の取締役として経営に携わり、高い見識と能
力を有しており、引き続き取締役候補者といたしました。
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番　号

氏　　　　名
（生年月日）

略歴、当社における地位および担当
（重要な兼職の状況）

所有する当社
の 株 式 数

６

な ん ぶ ま ち こ
南 部 真知子

再任 社外 独立
(1952年９月27日生)

　

    1975年    4 月 兵庫県庁入庁
    1984年    5 月 同庁退職
    1996年    4 月 ㈱神戸ハーバーサーカス入社
    1998年    10月 同社取締役
    1999年    8 月 ㈱パソナクルーザー（現㈱神戸クルーザー）

取締役
㈱コンチェルト取締役

    2002年    4 月 ㈱神戸クルーザー取締役副社長
㈱コンチェルト取締役副社長

    2006年    4 月 ㈱神戸クルーザー代表取締役社長
㈱コンチェルト代表取締役社長

    2014年    4 月 ㈱神戸クルーザー会長（現任）
    2014年    6 月 本州四国連絡高速道路㈱社外監査役（現任）
    2015年    4 月 当社社外取締役（現任）
    2020年    6 月 三共生興㈱社外取締役（現任）

－

（重要な兼職の状況）
㈱神戸クルーザー会長
本州四国連絡高速道路㈱社外監査役
三共生興㈱社外取締役

【社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要】
会社経営者としての豊富な経験、高い見識に基づき、当社の経営全般に関し、有用な助言、提言を行
っていただいており、引き続き社外取締役候補者といたしました。選任後は、経営経験者としての専
門的な知見を活かし、独立の立場から当社の経営を監視・監督することを期待しております。

（注）１. 山口信二氏は、日本チョコレート工業協同組合理事長を兼務しており、当社は同組合との間に原料チ
ョコレートの取引関係があります。その他の候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

２. 南部真知子氏は、社外取締役候補者であります。
３. 南部真知子氏は、現在当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、本総会終結

の時をもって７年となります。
４. 当社と南部真知子氏は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任

を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任
限度額としております。同氏が再任された場合は、同様の内容の契約を継続する予定であります。
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５. 当社は、会社法第430条の３第１項に基づく役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結してお
り、被保険者が職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによ
って生ずることのある損害について塡補することとしております。ただし、法令違反の行為であるこ
とを認識して行った行為の場合等一定の免責事由があります。なお、保険料は特約部分も含め全額会
社負担としており、被保険者の実質的な負担はありません。また、次回更新時には、同内容での更新
を予定しております。本議案でお諮りする取締役候補者は、すでに当該保険契約の被保険者となって
おり、選任後も引き続き被保険者となります。

6. 当社は、南部真知子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ておりま
す。同氏が再任された場合は、当社は引き続き独立役員とする予定であります。

7. 当社は、2022年２月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を実施しておりますので、
所有する当社の株式数は株式分割後の株式数を基準に記載しております。
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候補者
番　号 氏名 性別

（年齢）
候補者
属　性

当社における
地位および担当

取締役
在任期間

取締役会
出席状況

監査等委員会
出席状況

1 ふじ

藤
もと

本
 

　
よし

義
ひさ

久
男性

（61歳） 再 任　 取締役（常勤監査等委員） １年 ９回／９回
（100％）

９回／９回
（100％）

2 わた

渡
なべ

邊
 

　
じゅん

純
こ

子
女性

（56歳）

再 任
社 外
独 立

　
取締役（監査等委員）
指名報酬委員会委員 ２年 11回／11回

（100％）
11回／11回
（100％）

3 まつ

松
お

尾
 

　
しげ

茂
き

樹
男性

（64歳）

新 任
社 外
独 立

　
－ － － －

第４号議案　監査等委員である取締役３名選任の件
　本総会終結の時をもって、監査等委員である取締役３名全員が任期満了となりますので、監
査等委員である取締役３名の選任をお願いいたしたいと存じます。
　なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。
　監査等委員である取締役候補者は次のとおりであります。

（注）年齢および取締役在任期間は、本総会終結時のものであります。
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候補者
番　号

氏　　　　名
（生年月日）

略歴、当社における地位および担当
（重要な兼職の状況）

所有する当社
の 株 式 数

1

ふじもと よ し ひ さ
藤 本 義 久

再任
(1961年1月18日生)

　

    1983年    4 月 当社入社
    2011年    4 月 当社営業本部関西支店管理グループ長
    2014年    4 月 当社経営統括本部人事総務部長
    2016年    4 月 当社執行役員経営統括本部副本部長兼人事総

務部長
    2021年    4 月 当社取締役（常勤監査等委員）（現任）

600株

【取締役候補者とした理由】
当社の管理部門および営業部門における豊富な経験と実績により、高い見識と能力を有しており、当
社の監査等委員である取締役として重要な役割を果たしていただいております。今後も、監査等委員
会の職務を適切に遂行していただけるものと考え、引き続き監査等委員である取締役候補者といたし
ました。

2

わたなべ じゅんこ
渡 邊 純 子

再任 社外 独立
(1965年10月17日生)

　

    1994年    4 月 北海道大学経済学部助手
    1997年    4 月 東京大学大学院経済研究科経済学部助手
    1998年    4 月 静岡大学人文学部助教授
    2002年    10月 電気通信大学電気通信学部助教授
    2004年    4 月 京都大学大学院経済研究科助教授
    2005年    3 月 パリ第７大学客員研究員
    2011年    10月 ハーバード大学ライシャワー研究所客員研究

員
    2012年    4 月 京都大学大学院経済研究科教授（現任）
    2012年    8 月 東京大学大学院経済研究科客員准教授
    2016年    6 月 日本電産㈱社外監査役
    2020年    4 月 当社社外取締役（監査等委員）（現任）

（重要な兼職の状況）
京都大学大学院経済研究科教授

－

【社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要】
大学教授として経済関連の高度な専門知識と高い見識を有しており、当社の監査等委員である取締役
として重要な役割を果たしていただいており、引き続き監査等委員である取締役（社外取締役）候補
者といたしました。選任後は、経済関連の専門的な知見を活かし、独立の立場からの当社の経営に対
する監視、監督等をいただくことを期待しております。なお、同氏は、過去に社外役員となること以
外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により社外取締役としてその職務を
適切に遂行していただけるものと判断しております。
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候補者
番　号

氏　　　　名
（生年月日）

略歴、当社における地位および担当
（重要な兼職の状況）

所有する当社
の 株 式 数

３

ま つ お し げ き
松 尾 茂 樹

新任 社外 独立
(1958年２月1８日生)

　

    1982年    4 月 ㈱第一勧業銀行（現㈱みずほ銀行）入行
    2005年    5 月 同行新所沢支店長
    2009年    4 月 同行横山町支店横山町法人部付参事役

河淳㈱出向
    2011年    4 月 同社常務執行役員管理本部長
    2021年    9 月 同社退職

－

【社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要】
金融機関における長年にわたる職務経験に加え、他社における常務執行役員として経営に携わり、豊
富な経験と知見を有しており、監査等委員会の職務を適切に遂行していただけるものと考え、新任の
監査等委員である取締役（社外取締役）候補者といたしました。選任後は、財務・会計や経営経験者
としての専門的な知見を活かし、独立の立場から当社の経営に対する監視、監督等をいただくことを
期待しております。

（注）１. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２. 渡邊純子氏および松尾茂樹氏は、社外取締役候補者であります。
３. 渡邊純子氏は、現在当社の監査等委員である社外取締役でありますが、その在任期間は、本総会終結

の時をもって２年となります。
４. 当社と藤本義久氏および渡邊純子氏は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項

の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の
定める最低責任限度額としております。両氏が再任された場合は、同様の内容の契約を継続する予定
であります。また、松尾茂樹氏が選任された場合、当社は同氏との間で同様の契約を締結する予定で
あります。

５. 当社は、会社法第430条の３第１項に基づく役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結してお
り、被保険者が職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによ
って生ずることのある損害について塡補することとしております。ただし、法令違反の行為であるこ
とを認識して行った行為の場合等一定の免責事由があります。なお、保険料は特約部分も含め全額会
社負担としており、被保険者の実質的な負担はありません。また、次回更新時には、同内容での更新
を予定しております。本議案でお諮りする取締役候補者のうち、再任予定の候補者については、すで
に当該保険契約の被保険者となっており、選任後も引き続き被保険者となります。新任の候補者につ
いては、選任後新たに被保険者となります。

６. 当社は、渡邊純子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
同氏が再任された場合は、当社は引き続き独立役員とする予定であります。また、松尾茂樹氏が選任
された場合は、当社は同氏を独立役員として届け出る予定であります。

7. 当社は、2022年２月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を実施しておりますので、
所有する当社の株式数は株式分割後の株式数を基準に記載しております。
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氏名 地位 独立
社外

経験・スキル

企業経営
開発

マーケテ
ィング

営業
販売戦略

製造
品質

人事
人材開発

財務
会計

コンプライ
アンス
法務

リスク管理

ESG
サスティナ
ビリティ

山口　信二 代表取締役社長 〇 〇 〇 〇

山岡　祥記 代表取締役副社長 〇 〇 〇 〇 〇

竹原　誠 常務取締役 〇 〇

上村　裕司 取締役 〇

高田　耕治 取締役 〇 〇

南部　真知子 取締役 〇 〇 〇 〇

藤本　義久 取締役
（常勤監査等委員） 〇 〇 〇

渡邊　純子 取締役
（監査等委員） 〇 〇 〇

松尾　茂樹 取締役
（監査等委員） 〇 〇 〇 〇 〇

【ご参考】
取締役のスキルマトリックス（第３号議案、第４号議案が承認された場合）

以　上
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交通のご案内

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

第92回定時株主総会会場ご案内略図
会場　神戸市東灘区向洋町中二丁目13番地

神戸ベイシェラトン ホテル＆タワーズ
シェラトンアネックス４階「オーシャン」
電話番号　078－857－7000（代表）

Ｎ

住吉駅
JR神戸線

至神戸三宮

至神戸

魚崎駅

国道２号線

至大阪

至大阪梅田阪神電鉄

国道43号線　阪神高速神戸線

阪神高速湾岸線

六甲アイランド

六甲アイランド
北ＩＣ

神戸
ファッション
マート

アイランド
センター駅 神戸ファッションプラザ

神戸ファッション美術館

神戸ベイシェラトン ホテル＆タワーズ

六
甲
ラ
イ
ナ
ー

アイランド北口駅

マリンパーク駅

○ＪＲ神戸線 住吉駅（大阪駅より約19分、三ノ宮駅より約７分）下車、六甲ライナー乗り
換え約９分

○阪神電鉄 魚崎駅（大阪梅田駅より約22分、神戸三宮駅より約８分）下車、六甲ライナ
ー乗り換え約６分

○六甲ライナー アイランドセンター駅下車、改札口左側徒歩約１分
○定期バス（有料） ＪＲ神戸線「三ノ宮駅」より約18分

<のりば> ＪＲ「三ノ宮駅」南へ国道２号線東行側
（神戸阪急百貨店向い側、歩道橋階段下）

阪急電鉄「御影駅」南より約20分
阪神電鉄「御影駅」より約17分

<のりば> 弓場線上中交差点南側

　なお、株主総会用の駐車場は確保しておりませんので、悪しからずご了承くださいますようお願い
申しあげます。


